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調 整 方 針 （案） 

 

新市に１つの農業委員会を設置するものとし、３市町の農業委員会の選挙による委員は、市町村

の合併の特例に関する法律第８条第１項の規定を適用し、合併後１年間引き続き新市の農業委員会

の選挙による委員として在任するものとする。 

農業委員会等に関する法律第７条の規定による新市の選挙による委員の定数は、３０人とするも

のとする。 

新市の選挙の単位は、旧市町の区域に１選挙区を設けることとし、各選挙区において選挙すべき

定数は、新市において定めるものとする。 

 

 

 

   平成１７年３月２日確認 

 

 

 

 



 

参 考（ 現 況 等 ） 

２ 複数の農業委員会を置くことができる場合（農業委員会等に関する法律施行令（昭和２６年政令第７８号）第１条の３） 

 市町村の面積が２４，０００ aを超える場合，又は農地面積が７，０００ha を超える場合 

 

３ 特例措置の概要と適用事例

（１）１つの農業委員会を置く 合 

①特例措置の適用なし 

   ３市町の委員はすべて失 する。新市は農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第７条第１項の規定に基づきその定数を条例

で定め，合併後５０日以内 新たな委員の選挙を行う。 

【適用事例】 

     

         ５０日 内                     ３年間 

 

 

②在任特例（市町村の合併の特例に関する法律（昭 ４０年法律第６号）第８条第１項及び第２項の適用） 

   ３市町の委員は，８０人を超えない範囲で１年以 の間，合併後の市の委員として引き続き在任できる。 

   【適用事例】 

 

                         年以内                    ３年間 

 

 ＊ 選任委員については，特例はなく，新設合併の場

 上記の特例については， て選挙による委員の想
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参 考（ 現 況 等 ） 

 

（２）複数の農業委員会を置く場合 

  ①旧市町の区域ごとに複数の農業委員会を置く場合（農業委員会等に関する法律第３４条第１項の適用） 

   従前の３市町の農業委員会については合併後もそのまま存続し，従前の農業委員会の委員（選挙委員，選任

引き続き在任する。 

           旧市町の農業委員会 

委員の残任期間                      

 

  ②旧市町の区域によらず複数の農業委員会を置く場合（市町村の合併の特例に関する法律第８条第３項の適用

   ３市町の委員（選挙委員）は，８０人を超えない範囲で１年以内の間，合併後の市の委員として引き続き在
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